
《被扶養者認定フローチャート》

認定対象者は以下の続柄に該当しますか？

ο直系尊属 の父母・祖父母

ο兄弟姉妹

ο孫

ο義父母

ο配偶者の子

οその他３親等以内の親族

同居していますか？ 同居していますか？

認定対象者は以下の条件を全て満たしていますか？

60才未満 ：年収130万円未満

60才以上（又は障害年金受給者）：年収180万円未満

同居の場合：認定対象者の年収は被保険者の収入の2分の1未満である

別居の場合：認定対象者の収入は被保険者からの仕送り額より少ない
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認定対象者には被保険者以外の優先扶養義務者(※）がいますか？

毎月仕送りしていますか？

（2カ月に1回以上の頻度）

書類審査のうえ認定

収入の実態や家族状況など総合的にみて、被保険者により主として生計を維持されていない判断

できない場合は、認定することができません。

いいえ

はい

いいえ

はい

ο配偶者（内縁含む）

ο子

いい

はいいいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

主として被保険者の収入により生計が維持されていますか？
いいえ

はい

いいえ

※優先扶養義務者とは

認定対象者が「母」の場合「父」

認定対象者が「兄弟姉妹」の場合「両親」

認定対象者が「孫」の場合「子（孫の両親）」

その優先扶養義務者が認定対象者を扶養できない理由があります
いいえ

はい

配偶者・子 配偶者・子以外
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